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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 61300-2-44:2015
は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 61300-2 規格群（光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順）は，次に示

す部で構成する。 

JIS C 61300-2-1 第 2-1 部：試験－正弦波振動 

JIS C 61300-2-2 第 2-2 部：繰返しかん合試験 

JIS C 61300-2-4 第 2-4 部：光ファイバクランプ強度試験－軸方向引張り 
JIS C 61300-2-5 第 2-5 部：試験－光ファイバクランプ強度－ねじり 

JIS C 61300-2-6 第 2-6 部：試験－かん合部締結強度－軸方向引張り 

JIS C 61300-2-7 第 2-7 部：かん合部締結強度試験（曲げモーメント） 

JIS C 61300-2-9 第 2-9 部：衝撃試験 

JIS C 61300-2-11 第 2-11 部：光ファイバクランプ強度試験（軸方向圧縮） 

JIS C 61300-2-12 第 2-12 部：落下衝撃試験 

JIS C 61300-2-14 第 2-14 部：高光パワー試験 

JIS C 61300-2-15 第 2-15 部：結合部ねじり試験 

JIS C 61300-2-17 第 2-17 部：低温試験 

JIS C 61300-2-18 第 2-18 部：試験－高温 

JIS C 61300-2-19 第 2-19 部：高温高湿試験－定常状態 

JIS C 61300-2-21 第 2-21 部：混合温湿度サイクル試験 

JIS C 61300-2-22 第 2-22 部：温度サイクル試験 

JIS C 61300-2-24 第 2-24 部：応力印加によるセラミック割りスリーブのスクリーニング試験 

JIS C 61300-2-26 第 2-26 部：塩水噴霧試験 

JIS C 61300-2-27 第 2-27 部：ダスト試験（層流） 

JIS C 61300-2-35 第 2-35 部：光ファイバクランプ強度試験－ケーブルニューテーション 

JIS C 61300-2-40 第 2-40 部：SM 調心円筒形斜め PC 端面光ファイバコネクタプラグの挿入損失ス

クリーニング試験 

JIS C 61300-2-41 第 2-41 部：SM 調心円筒形直角 PC 端面光ファイバコネクタプラグの挿入損失ス

クリーニング試験 

JIS C 61300-2-42 第 2-42 部：光ファイバクランプ強度試験－横方向引張り 

JIS C 61300-2-44 第 2-44 部：試験－光ファイバクランプ強度試験－繰返し曲げ 
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JIS C 61300-2-45 第 2-45 部：浸水試験 

JIS C 61300-2-46 第 2-46 部：試験－湿熱サイクル 

JIS C 61300-2-47 第 2-47 部：熱衝撃試験 

JIS C 61300-2-48 第 2-48 部：温湿度サイクル試験 

JIS C 61300-2-49 第 2-49 部：取付け済み光ファイバコード付き光ファイバコネクタプラグの曲げ試

験 

JIS C 61300-2-50 第 2-50 部：光ファイバクランプ強度試験－非通光左右曲げ引張り 

JIS C 61300-2-51 第 2-51 部：光ファイバクランプ強度試験－通光左右曲げ引張り 

JIS C 61300-2-55 第 2-55 部：光ファイバアダプタ取付強度試験－軸方向 
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日本産業規格（案）         JIS 
 C 61300-2-44：0000 

光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－ 
基本試験及び測定手順－ 

第 2-44 部：試験－光ファイバクランプ強度－ 
繰返し曲げ 

Fiber optic interconnecting devices and passive components –  
Basic test and measurement procedures –  

Part 2-44: Tests – Flexing of the strain relief of fiber optic devices and 
components 

 
序文 

この規格は，2024 年に第 4 版として発行された IEC 61300-2-44 を基とし，国内の実態に合わせ，技術的

内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，光ファイバ接続デバイス及び光受動部品の光ファイバクランプ強度試験のうち，繰返し曲

げについて規定する。この試験の目的は，一般的な使用環境下で耐用年数中に発生し得る繰返し曲げの影

響を模擬することである。この試験は，単心の光ファイバ素線，光ファイバ心線及び光ファイバコード（以

下，光ファイバという。）並びに 2 心以上の光ファイバに適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 61300-2-44:2024，Fibre optic interconnecting devices and passive components－Basic test and 

measurement procedures－Part 2-44: Tests－Flexing of the strain relief of fibre optic devices and 
components（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 61300-1 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－第 1 部：通則 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61300-1，Fibre optic interconnecting devices and passive 
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components－Basic test and measurement procedures－Part 1: General and guidance 

JIS C 61300-3-1 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－第 3-1 部：外観

検査及び機械的検査 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61300-3-1，Fibre optic interconnecting devices and passive 

components－Basic test and measurement procedures－Part 3-1: Examinations and measurements－
Visual examination 

JIS C 61300-3-28 光ファイバ接続デバイス及び光受動部品－基本試験及び測定手順－第 3-28 部：過

渡損失測定 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 61300-28，Fibre optic interconnecting devices and passive 

components – Basic test and measurement procedures – Part 3-28: Examinations and measurements – 
Transient loss 

IEC 61753（all parts），Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard 

IEC 62005（all parts），Fibre optic interconnecting devices and passive components – Reliability 

3 用語及び定義並びに略語 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS C 61300-1 による。 

ISO 及び IEC では，標準化で用いる用語集のデータベースを次のアドレスで管理している。 

－ IEC Electropedia：https://www.electropedia.org/ 

－ ISO Online browsing platform：https://www.iso.org/obp/ui 

3.2 略語 
DUT 供試品（device under test） 

4 一般事項 

供試品を取付具に固定し，光ファイバはおもり（錘）に取り付けた状態から，取付具を±90°曲げるこ

とで光ファイバを軸方向に対して垂直な方向に±90°に曲げる試験を行う。非円形ケーブル（リボン，2 心

ファイバコードなど）の場合，引張力が 2 倍にならないものとし，図 1 に示すケーブルの軸方向に平行な

軸に対し，±90°に曲げ試験を行う。これによって，供試品の近傍で光ファイバに繰返し曲げが起こる。曲

げ試験中は，光ファイバにねじりを作用させずに，軸方向だけに引張力を加える。 
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図 1－非円形ケーブルの場合の引張力の適用，両面コードの例 
 

5 装置 

5.1 装置の概要 

試験装置及び試験の例を図 2 に示す。図 2 は，供試品が光ファイバコード付き光ファイバコネクタプラ

グの場合であり，取付具として光アダプタを使用し，光アダプタを取付板に固定して，繰返し曲げ試験を

行う。 

対応国際規格では光ファイバに直接おもり（錘）を取り付け，引張力を印加しているが，この場合，光

ファイバに側圧などによる損失が発生するため，供試品の繰返し曲げによる損失を正確な測定は不可能で

ある。通常は，供試品の光ファイバをマンドレルに巻き付け固定し，側圧などが加わらないように，マン

ドレルをおもり（錘）で引っ張ることによって，試験を行う。マンドレルの直径は，60 mm 以上かつ光フ

ァイバコードの外径の 25 倍以上が望ましい。また，ガイドは取付板の回転中心から重力方向に対して，垂

直な方向に引張力を印加するためのものである。 

  

装置の取付具の回転軸 



4 
C 61300-2-44：0000 (IEC 61300-2-6：2010) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注記 1 光源と光パワーメータとを入れ替えることが可能である。 

注記 2 光コネクタの回転方向は，試験者から見て光ファイバの軸方向とは垂直になるよう記載されている。 

図 2－試験装置例 
 

5.2 光源 

光源は，JIS C 61300-3-28 に従わなければならない。 

5.3 光パワーメータ 

光パワーメータは，JIS C 61300-3-28 に従わなければならない。 

5.4 取付具 

取付具は，試験中に供試品を確実に固定できるものを使用する。供試品が光コネクタプラグの場合は，

光アダプタ又は光レセプタクルを取付具として使用してもよい。供試品が光受動部品の場合，取付具によ

って供試品を変形させない。取付具は，供試品の光学性能をモニタする装置と接続できるものでなければ

ならない。取付具は，手動又は機械を使用して，±90°に供試品を回転できるものでなければならない。 

5.5 引張力 

供試品に印加する引張力は，個別仕様書に従うことが望ましい。個別仕様書に規定がない場合，性能標

準の IEC 61753 規格群又は信頼性文書の IEC 62005 規格群に規定する公称値を用いてもよい。必要な引張

力は，おもり（錘）又は他の代替手法で印加してもよい。引張力の推奨値を表 1 に示す。 

試験装置の曲げ位置から引張力

を印加する位置までの長さ 
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6 手順 

6.1 供試品の準備 

製造業者の指示に従い，供試品を清掃する。 

JIS C 61300-3-1 によって，供試品の外観検査を行い，損傷がないか確認する。 

試験装置の曲げ位置から引張力を印加する位置までの長さが 20 cm～30 cm であるため，供試品の光ファ

イバはこれより長く，試験装置に取り付けられる十分な長さでなければならない。 

6.2 前処理 

JIS C 61300-1 に規定する標準大気条件下で供試品及び装置を，2 時間以上放置する。 

6.3 供試品の取付 

供試品を取付具に取り付ける。 

供試品が光ファイバコネクタの場合，取付具の縦軸（キーの位置）を中心としたコネクタの回転方向を

記録する。非対称の光コネクタが付いている円形ケーブルの場合，供試品は両方の回転方向で測定する。 

6.4 初期光学特性の測定 

取付具を垂直に固定する。 

光学特性は，個別仕様書に従うことが望ましい。個別仕様書に規定がない場合，性能標準の IEC 61753
規格群又は信頼性文書の IEC 62005 規格群に規定する公称値を用いてもよい。測定結果を初期特性として

記録し，測定中及び測定中の損失変動の基準値として使用する。 

6.5 測定条件 

供試品に引張力を印加し，繰返し曲げ試験を行う（箇条 7 参照）。 

試験装置の曲げ位置から引張力を印加する位置までの長さは，20 cm～30 cm とする（図 2 参照）。 

曲げサイクル数は，試験開始時の供試品の位置を 0°としたとき，0°→90°→0°→－90°→0°を 1 回とする。 

JIS C 61300-3-28 に従い，試験中の損失の変動を測定する。 

供試品が垂直になる位置で曲げ試験装置を停止し，引張力を取り除く。 

6.6 後処理 

供試品を JIS C 61300-1 に規定する標準大気条件下で 1 分以上放置する。 

6.7 最終検査及び最終測定 

供試品を取付具から取り外し，機能に影響するひび割れ，変形及びその他の損傷がないかの確認，供試

品の損失を個別仕様書に従って測定して合否を判定することが望ましい。個別仕様書に規定がない場合，

性能標準の IEC 61753 規格群又は信頼性文書の IEC 62005 規格群に規定する公称値を用いてもよい。供試

品の外観検査は，個別に規定がない場合，JIS C 61300-3-1 に従い光ファイバ及び／又は光コード外皮の損
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傷，又は過度な変形がないことを確認する。 

7 試験の厳しさの程度 

表 1 は，環境カテゴリごとに規定している推奨する試験の厳しさの程度を示している。試験の厳しさの

程度は，個別仕様書に従うことが望ましい。個別仕様書に規定がない場合，性能標準の IEC 61753 規格群

又は信頼性文書の IEC 62005 規格群に規定する公称値を用いてもよい。 

 

表 1－推奨する試験の厳しさの程度 

環境カテゴリ a) 供試品タイプ 引張力 
N 

曲げサイクル数 

C， 
CHD 

光ファイバコード付き光コネクタ及びプラグ，並びに光受動

部品 
2 50 

OP， 
OP+， 
OPHD， 
OP+HD 

光ファイバコード付き光コネクタ及びプラグ，並びに光受動

部品 
5 50 

E 光ファイバコード付き光ファイバコネクタ及びプラグ 5 100 
E 光ファイバコード付き光受動部品 5 30 
注 a) 環境カテゴリは IEC 61753-1 に規定されている。 

8 個別に規定及び報告する事項 

次の事項を必要に応じて試験報告書に記載する。 

－ 光ファイバコード種別を含む供試品の種別 

－ 試験方法 － 取付具の縦軸（キーの位置）を中心としたコネクタの回転方向 

－ 強度 － 引張荷重の大きさ及び曲げサイクルの回数（箇条 7 参照） 

－ 初期検査，初期測定の項目及び要求性能（6.4 参照） 

－ 試験中の検査結果及び測定結果，並びに要求性能（6.5 参照） 

－ 最終検査及び最終測定の項目，並びに要求性能（6.7 参照） 

－ この試験方法との差異 
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附属書 JA 
（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 
 

JIS C 61300-2-44 IEC 61300-2-44:2024，MOD 
 
a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 
e) JIS と対応国際規格

との技術的差異に対

する今後の対策 

3.1 3.1 追加 “この規格で用いる主な用語及び定義は，

JIS C61300-1 による。”とした。 
我が国の事情のため，

IEC 規格の改訂は提案し

ない。 
5.1 5.1 変更 供試品の繰返し曲げによる損失の測定を実

態に即した測定にするため，通常固定方法

に変更して，補足した。 

我が国の事情のため，

IEC 規格の改訂は提案し

ない。 
5.1 5.1 変更 対応国際規格では，光ファイバに直接おも

り（錘）を取り付け，引張力を印加している

が，この場合，光ファイバに側圧などによる

損失の発生で，供試品の繰返し曲げによる

損失を正確に測定できないため，JIS では，

実態に即した測定法であるマンドレルをお

もり（錘）で引っ張ることによる試験に変更

した。 

我が国の事情のため，

IEC 規格の改訂は提案し

ない。 

5.5 5.5 変更 引張力について，JIS では個別仕様書に規定

しているため，“個別仕様書に従うことが望

ましい。”に変更した。また，“個別仕様書に

規定がない場合，性能標準の IEC 61753 規

格群又は信頼性文書の IEC 62005 規格群に

規定する公称値を用いてもよい。”を補足し

た。 

我が国の事情のため，

IEC 規格の改訂は提案し

ない。 

6.1 6.5 追加 
対応国際規格では，試験装置の曲げ位置か

ら引張力を印加する位置までの長さだけ指

定されているが，供試品がその指定長さと

同等又は短いと正確に引張力を測定できな

いため，JIS では，供試品の光ファイバ長さ

についての説明を追加した。 

我が国の事情のため，

IEC 規格の改訂は提案し

ない。 

6.4 6.4 変更 初期光学特性の測定について，JIS では個別

仕様書に規定しているため，“個別仕様書に

従うことが望ましい。”に変更した。また，

“個別仕様書に規定がない場合，性能標準

の IEC 61753 規格群又は信頼性文書の IEC 
62005 規格群に規定する公称値を用いても

よい。”を補足した。 

我が国の事情のため，

IEC 規格の改訂は提案し

ない。 

6.7 6.7 変更 最終検査及び最終測定について，JIS では個

別仕様書に規定しているため，“個別仕様書

に従って測定して合否を判定することが望

ましい。”に変更した。また，“個別仕様書に

我が国の事情のため，

IEC 規格の改訂は提案し

ない。 
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規定がない場合，性能標準の IEC 61753 規

格群又は信頼性文書の IEC 62005 規格群に

規定する公称値を用いてもよい。”を補足し

た。 
7 7 変更 試験の厳しさの程度について，JIS では個別

仕様書に規定しているため，“個別仕様書に

従うことが望ましい。”に変更した。また，

“個別仕様書に規定がない場合，性能標準

の IEC 61753 規格群又は信頼性文書の IEC 
62005 規格群に規定する公称値を用いても

よい。”を補足した。 

我が国の事情のため，

IEC 規格の改訂は提案し

ない。 

注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 
－ 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 

注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 
－ MOD：対応国際規格を修正している。 

 




